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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時 令和３年３月 24 日（水） 午後１時 45 分～午後１時 53 分 

会  場 会議室３ 

 

１．出席者 

１番 荒川 義孝、  ３番 杉浦 康憲、 ７番 長谷川広昌、 

11 番 北川 広人、 14 番 小嶋 克文、 15 番 内藤とし子 

オブザーバー 

議長（10 番）杉浦 辰夫、 副議長（９番）柳沢 英希、 

５番 岡田 公作、 ６番 柴田 耕一、 16 番 倉田 利奈 

  

２．欠席者 

なし 

 

３．傍聴者 

報道機関１名 

 

４．説明のため出席した者 

なし 

 

５．職務のため出席した者 

議会事務局長、書記１名 

 

６．付議事項 

１ 決議案第１号 倉田議員に対する問責決議について 

 

７．会議経過 
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 委員長挨拶 

 

委員長 本日、議会運営委員会の傍聴の申し出があり、傍聴を許可いたしまし

たので、御了承を願います。 

ただいまの出席委員は全員であります。よって本委員会は成立いたしました

ので、これより議会運営委員会を開会いたします。 

次に本委員会記録の署名委員の指名についてであります。 

本件につきましては、委員長から御指名申し上げて御異議ございませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の杉浦康憲委員を指名いたします。 

本日御協議いただきます案件は、お手元に配付されております付議事項のと

おりであります。なお、私は倉田議員に対する問責決議の提案者でありますの

で、副委員長と交代をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

副委員長 それでは、案件の順序に従い、逐次進めてまいりますので、よろし

く御協力をお願いいたします。 

 

 

《議 題》 

１ 決議案第１号 倉田利奈議員に対する問責決議について 

副委員長 先ほど、本会議中に北川議員から倉田議員に対する問責決議（案）

を提出したい旨の動議が提出されました。動議が成立したところで本会議は休

憩となっております。 

まず初めに、北川議員より議案の説明を求めます。 

説（11） それではよろしくお願いいたします。皆さんにお配りをしました問

責決議（案）のとおりでありますけれども、文書的には提案のときにまたお示

しをさせていただきますが、基本的に各派会議等において、全委員の公務優先

であるという中での議長の口頭注意。これに対して受け入れることもなく、ま
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た反省も見られないというところが、非常に疑念を抱かせております。 

議会内だけではありません。市民の方々からもそういう声が届いております。

そういった部分も含めて、本市議会として問責を表明する必要がある。議会の

姿勢として、この決議案を皆さんの御了承いただきたいということで、後ほど

局長のほうから説明あると思いますけれども、賛成者も多くの方々が賛成者と

して名を連ねていただいております。以上であります。よろしくお願いいたし

ます。 

副委員長 それでは、本件の取扱いについて、事務局より説明をお願いいたし

ます。 

説（事務局長） それでは御説明させていただきます。ただいま、休憩中に提

出者、北川議員。賛成者、鈴木勝彦議員、杉浦康憲議員、神谷利盛議員、神谷

直子議員、荒川義孝議員、小嶋克文議員、今原ゆかり議員の賛成議員として、

御手元に配付されております資料の通り、決議案第１号、倉田議員に対する問

責決議（案）が提出されておりますので、今後の議事運営について御説明申し

上げます。 

この後、本会議が再開されましたら、まず、日程追加をお諮りいただきます。

日程追加が可決されましたら、直ちに日程に追加し、決議案第１号を上程し、

提案者から提案説明をいただいて、質疑、討論、採決という流れになります。 

日程追加が認められましたら、議員の一身上に関わる議案となりますので、

倉田議員には除斥に該当することをお伝えし、高浜市議会の先例により、自発

的に退席をしていただくような形で運営をしていきたいと思っております。 

なお、地方自治法第 177 条ただし書きの規定により、除斥議員より審議中に

発言の御要望があれば、議会の同意を得て、質疑後、討論前に議場で発言する

ことが出来ますので、後ほど倉田議員には私のほうから確認をさせていただき

たいと思っております。 

決議案の取扱いでございますが、委員会付託を省略して諮りたいと考えてお

ります。また、日程追加が否決されましたら、この日程は追加されず、通常の

議事に戻りますことを申し上げておきます。以上でございます。 

副委員長 ただいま事務局が説明したとおりです。 
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これに決定して御異議ございませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

副委員長 御異議もないようですので、このとおりに決定をさせていただきま

す。以上をもちまして、議会運営委員会を終了いたします。 

 

副委員長挨拶 

 

 

閉会 午後１時 53 分 

 

 

議会運営委員会委員長 

 

 

 

議会運営委員会副委員長 


